
扶養申請
する家族

区分 状況 書類名

必須
　の「申請する被扶養者（家族）」欄に記入する

該当する場合必要 個人都合で別居している 仕送証明書３か月分のコピー

該当する場合必要 事業収入がある
直近の「確定申告書第1表・第2表」「収支内訳書」
のコピー

該当する場合必要 不動産収入がある
直近の「確定申告書第1表・第2表」「収支内訳書」
のコピー

該当する場合必要 株の配当金・売却益がある 証券会社等が発行する金額がわかる書類のコピー

該当する場合必要 企業年金収入がある 金額がわかる書類のコピー

該当する場合必要 公費医療費助成を受けている 障害者手帳のコピー及び

必須
　の「申請する被扶養者（家族）」欄に記入する

該当する場合必要 通学のため別居している 有効期限内の学生証のコピーまたは在学証明書

該当する場合必要
学生でなく個人都合で
別居している

仕送証明書３か月分のコピー

該当する場合必要
自身の配偶者は
被扶養者でない

配偶者の直近の源泉徴収票のコピー

該当する場合必要 事業収入がある
直近の「確定申告書第1表・第2表」「収支内訳書」
のコピー

該当する場合必要 不動産収入がある
直近の「確定申告書第1表・第2表」「収支内訳書」
のコピー

該当する場合必要 企業年金収入がある 金額がわかる書類のコピー

該当する場合必要 公費医療費助成を受けている 障害者手帳のコピー及び

必須
　の「申請する被扶養者（家族）」欄に記入する

該当する場合必要 通学のため別居している 有効期限内の学生証のコピーまたは在学証明書

該当する場合必要
学生でなく個人都合で
別居している

仕送証明書３か月分のコピー

該当する場合必要
自身の配偶者は
被扶養者でない

配偶者の直近の源泉徴収票のコピー

該当する場合必要 事業収入がある
直近の「確定申告書第1表・第2表」「収支内訳書」
のコピー

該当する場合必要 不動産収入がある
直近の「確定申告書第1表・第2表」「収支内訳書」
のコピー

該当する場合必要 企業年金収入がある 金額がわかる書類のコピー

該当する場合必要 公費医療費助成を受けている 障害者手帳のコピー及び

※認定手続きの際に所定の書類が揃っていても、被扶養者資格の適否について判断をし兼ねる場合、
本基準に定めた以外の追加書類の提出をお願いする場合があります

給与収入、年金・雇用保険の給付金などは当組合でマイナンバー制度による情報連携で確認します。
確認の結果、追加で書類のご提出をお願いする場合があります。

配偶者

子ども

配偶者・
子ども
以外

任意継続申請時の被扶養者認定に必要な書類

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

公費医療費助成届（新規・変更・終了）

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

公費医療費助成届（新規・変更・終了）

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

公費医療費助成届（新規・変更・終了）
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◎  必ず提出（＊戸籍謄本は、住民票で被保険者との間柄が確認出来る場合は不要）○  該当者のみ提出

提  出  書  類

（写しでも可）
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☆申請書（★健保所定の用紙） ★健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 健保ＨＰよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

☆居住の証明
住民票（世帯全員）※続柄戸籍筆頭者記載のもの
（外国籍の方は在留資格・在留期間記載のもの）

市区町村

☆収入の証明

非課税証明書 市区町村

在学証明書 学校長

受給終了 受給資格者証≪支給終了の記載有り≫

受給予定・受給中 受給資格者証≪金額・日数の記載有≫

受給権を放棄する
資格喪失確認通知書（離職票発行希望無）
または雇用保険受給資格者証（※１）
★雇用保険（放棄）確約書

受給期間を延長する
受給延長通知書
★雇用保険（延長）確約書

加入機関が短く受給できない 資格喪失確認通知書

雇用保険未加入証明書 事業主

退職証明書または源泉徴収票 事業主

現在、働いている方 年間収入が算出できるもの 雇用契約書 事業主

農業の方 耕作面積及び耕作者証明書 農業委員会 ○ ○ ○

自営業の方 直近の事業報告がわかるもの 確定申告書第１表・第２表、収支内訳書 申請家族の手許にある ○ ○ ○

不動産収入がある方 直近の収支内容がわかるもの 確定申告書第１表・第２表、収支内訳書 〃 ○ ○ ○

配当・利子収入がある方 直近の収支内容がわかるもの 確定申告書第１表・第２表、収支内訳書、残高報告書等 〃 ○ ○ ○

年金を受給している方 直近の額がわかるもの 裁定通知書、支払通知書等 〃 ○ ○ ○

その他継続的な収入がある 金額・内容のわかるもの 金額・内容がわかる公的証明書 〃 ○ ○ ○

公的扶助を受けている方 心身障がい者・指定難病等 障害者手帳 ・ ★公費医療助成届
申請家族の手許にある
★健保HPより入手し記入

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

☆生計維持の証明

国民健康保険以外の健康保険に加入中 健康保険資格喪失証明書 加入している健保組合

別居の場合、送金の証明
手渡しは不可
最低3か月分

現金書留、振込等の受領書又は通帳 申請家族の手許にある ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

他に扶養義務者がいる場合 その人が扶養していない証明 他の扶養義務者の収入証明等 扶養義務者の手許など （※）配偶者が当組合の扶養家族で無い
場合次の書類が必要です。
●配偶者有･･･夫婦双方の年収が確認
できるもの（源泉徴収票など）
●配偶者無（死別）･･･戸籍謄本
●配偶者無（離婚）･･･戸籍謄本または戸
籍筆頭者が被保険者であることがわかる
住民票

ハローワーク　など
★印の書類は健保ＨＰより
入手し記入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続　　　柄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要書類

　　家族の状況

配
偶
者

子
（配偶者が扶養家族である）

子
（配偶者が扶養家族でない）

現在、無職

昨年・今年退職
した＜雇用保

険に関すること
＞

現在
無職

就業時「雇用
保険に加入し

ていた」

就業時「雇用保険に未加入であった」

2年以上（前々年）前
から収入がない

現在、学生

被扶養者認定に必要な提出書類 ※証明書類のコピー提出可

不要、審査状況によって追加で提出を依頼する場合あり

不要

審査状況によって追加で提出を依頼する場合あり

不要、審査状況によって追加で提出を依頼する場合あり

不要、審査状況によって追加で提出を依頼する場合あり
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